
　
歩
行
者
専
用
の
道
路
空
間
と
し
て
は
、
古
く

か
ら
門
前
町
等
で
事
実
上
自
動
車
の
通
れ
な
い

道
は
存
在
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
年
頃
か
ら

普
及
し
た
ア
ー
ケ
ー
ド
街
、
地
下
街
通
路
が
最

初
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
主
と
し
て
交
通
規
制
に

よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
昭
和
四
十
年
代

に
入
り
歩
行
者
天
国
と
い
う
形
で
さ
ら
に
発
展

し
て
き
た
。
一
方
、
四
十
年
代
に
日
本
住
宅
公

団
等
に
よ
り
大
規
模
な
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
欧
米
で
発
達
し
て
い

た
ラ
ド
バ
ー
ン
・
シ
ス
テ
ム
等
の
人
車
分
離
の

設
計
が
道
路
計
画
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

表－I　歩行者空間整備他都市の事例

調査季報66―80.6

歩
行
者
空
間
の
整
備

歩
専
道
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ー
チ
ー
ム

54

他
都
市
の
事
例



な
っ
た
。
道
路
関
係
法
制
面
で
も
、
昭
和
四
十

五
年
道
路
構
造
令
改
正
、
四
十
六
年
道
路
法
改

正
に
よ
り
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
規
定
が
加
え

ら
れ
、
四
十
六
年
交
通
安
全
改
築
事
業
、
四
十

九
年
街
路
事
業
に
よ
る
歩
行
者
専
用
道
路
等
の

事
業
手
法
の
制
度
充
実
に
伴
い
、
公
共
事
業
に

よ
る
歩
行
者
空
間
整
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

　
本
市
に
お
い
て
も
こ
の
流
れ
の
中
で
、
昭
和

四
十
五
年
伊
勢
佐
木
町
の
歩
行
者
天
国
、
囚
十

六
～
七
年
の
元
石
川
・
剣
山
団
地
。
野
庭
団
地

の
歩
行
者
専
用
道
路
、
五
十
三
年
伊
勢
佐
木
モ

ー
ル
、
霧
ケ
丘
団
地
の
歩
行
者
専
用
道
路
等
が

整
備
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
れ
ら
の
歩
行
者
空
間
整
備
は
、
次
の
三
つ

の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
さ
れ
る
。

（
ア
）
都
心
部
の
商
店
街
等
で
商
業
的
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
向
上
を
主
眼
に
行
わ
れ
る
在
来
道
路
の
モ
ー

ル
化
等
。
道
路
交
通
法
の
規
制
に
よ
る
も
の
が

多
く
、
建
設
・
維
持
管
理
を
地
元
参
加
・
地
元

負
担
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

（
イ
）
既
成
市
街
地
で
水
路
の
フ
タ
が
け
等
他
の
公

共
空
間
の
転
用
に
よ
り
生
み
出
し
た
歩
行
者
空

間
。
地
元
要
望
・
利
用
実
態
に
合
わ
せ
た
応
急

的
な
整
備
。

（
ウ
）
大
規
模
な
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
造
成
等
に
お
い
て

入
車
分
離
の
道
路
網
シ
ス
テ
ム
を
構
成
さ
せ
る

た
め
、
開
発
者
が
計
画
的
に
整
備
し
た
歩
行
者

専
用
道
路
網
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
市
に
お
い
て
も
、
既

に
三
一
路
線
、
延
長
約
二
・
六
㎞
の
歩
行
者
専

用
道
路
（
道
路
法
の
歩
行
者
専
用
道
路
の
指
定

を
受
け
た
も
の
だ
け
の
延
長
で
あ
り
、
未
指
定

の
も
の
、
道
交
法
に
よ
る
も
の
を
加
え
る
と
延

長
約
二
五
㎞
と
な
る
）
が
整
備
さ
れ
て
き
て
お
。

り
、
さ
ら
に
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
等
今
後
整
備

さ
れ
る
予
定
の
も
の
を
加
え
る
と
、
総
延
長
が

一
〇
〇
㎞
近
く
に
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
現
在
、
こ
れ
ら
歩
行
者
専
用
道
路

等
建
設
・
管
理
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
、
道
路

交
通
法
、
建
築
基
準
法
等
に
か
か
る
さ
ま
ざ
ま

の
問
題
点
が
あ
る
。
他
京
市
の
歩
行
者
空
間
整

備
の
事
例
と
し
て
表
―
１
の
よ
う
に
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
市
と
似

た
状
態
に
あ
る
主
要
な
大
都
市
の
事
例
（
表
１

１
の
「
●
」
）
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
四
年
十
一

～
十
二
月
に
関
係
職
員
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
に
よ
り
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
は
各
都
市
の

計
画
・
設
計
者
サ
イ
ド
と
管
理
者
サ
イ
ド
に
つ

い
て
各
々
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
現

地
を
調
査
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
り
行
わ
れ

た
。
こ
の
調
査
結
果
の
一
部
を
表
―
２
に
示
す
。

　
（
チ
ー
ム
構
成
員
　
金
近
忠
彦
＝
道
路
局
街
路

課
　
川
上
大
三
郎
＝
緑
政
局
施
設
課
　
坪
田
寿

典
＝
道
路
局
維
持
課
　
中
村
俊
輔
＝
都
市
整
備

局
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
開
発
対
策
室

　
三
浦
良
＝
道
路
局
道
路
交
通
対
策
課
　
内
藤

悖
之
＝
企
画
調
整
局
都
市
デ
ザ
イ
ン
担
当
　
宇

野
勝
視
＝
道
路
局
維
持
課
　
長
瀬
護
＝
日
本
住

宅
公
団
港
北
開
発
局
）

都心部の歩行者空間

●旭川市買物公園（旭川市）47年度　旭川市単独事業（地元が半分を費用負担）　幅員20m　延長1 km

調査季報66-80. 655



●道頓堀ガーデンロード（大阪市）

●みどりと彫刻のみち（神戸市）

断面図

公共空間の多目的利用による歩行者空間

46～48年度　神戸市事業　事業費7,500万円

幅員20～25w　延長396m

●大野川歩行者専用道路（大阪市）-―46～54年度　大阪市計画街路事業　事業費13億6,500万円
　　　　　　　　　幅員31～53m　延長3,800m

調査季報66―80. 6 56

断
面
図

48年度　大阪市単独事業　事業費４億８千万円（地元

負担金含む）　延長450m・幅員11m



●城北運河歩行者専用道路（大阪市）47～50年度　大阪市都市計画街路事業　事業費２億3,300万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅員7 m　延長5,400km

●白川疎水通りと哲学の道（京都市）-一一

●北四条歩行者専用道路（札幌市）―49～50年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅員14.27

57

48～50年度　京都市都市計画街路事業

事業費7,800万円　幅員2～11m　延長1, 530ｍ

札幌市都市計画街路事業　事業費１億6,610万円

延長1 km

調査季報66―80.6



大規模な､ニュータウン造成等に伴う歩行者空間

●神楽岡ニュータウン（旭川市）44～49年度　旭川市新住宅市街開発事業　開発面積94ha　計画人口10, 200人

●東久留米　滝山団地（東京都）―41～44年度　住宅公団土地区画整理事業　開発面積155.8ha

　。　　　　　　　　　　　　　　計画人口２万５千人　　　　

●多摩ニュータウン(東京都)―40年度～　住宅公団等新住宅市街

調査季報66―80.6

地開発事業　2, 568ha　35万７千人

58



●筑波研究学園都市（茨城県）―41年度～住宅公団１団地の官公庁施設事業等十区画整理事業十新住宅市街地開発

　　　　　　　　　　　　　　　事業　開発面積2,700ha　計画人口６万人

●平城ニュータウン（奈良県，京都府）―45年度～　住宅公団区画整理事業　開発面積612.9ha

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画人口７万３千人

調査季報66―80.6

●南港ポートタウン（大阪市）―51～54年度　大阪市都市計画街路事業　事業費８億9,300万円

　　　　　　　　　　　　　　　　幅員4～24m　延長1,400ｍ

59



表
－
２

歩
行
者
専
用
道
路
の
他
都
市
の
実
態
調
査

調
査
項
目

1.一般事項2.事業手法

１
　
歩
専
道
に
関
す
る
考
え
方

２
　
歩
専
道
の
あ
り
方
に
つ
い
て

３
　
住
民
負
担
の
有
無
と
そ
の
範
囲
（
舗

　
装
材
等
）

２
　
自
転
車
交
通
の
扱
い

　
①
歩
専
道
の
場
合

　
②
自
歩
専
道
の
場
合

札
幌
市

大
阪
市

神
戸
市

自
転
車
道
併
設
を
計
画
し
て
い
る
街
路
に
つ
い
で

は
、
開
発
行
為
あ
る
い
は
補
助
事
業
で
設
置
す
Å

東
部
開
発
地
域
と
日
本
住
宅
公
団
の
篠
路
拓
北
仕

宅
団
地
開
発
地
域
等
に
設
置
を
計
画
し
て
い
る
。

●
新
た
に
基
準
等
を
策
定
す
る
予
定
な
し
。

①
②
③
＝
な
し

④
道
頓
堀
ガ
ー
デ
ン
ロ
ー
ド
は
、
地
元
商
店
会
の

費
用
負
担
を
え
て
、
道
路
管
理
者
が
受
託
工
事
と

し
て
施
工
。

道
頓
堀
ガ
ー
デ
ン
ロ
ー
ド
で
、
路
盤
工
以
外
の
も

の
を
地
元
商
店
会
が
費
用
負
担
。

特
に
な
し

な
し

●
Ｂ
種
の
自
転
車
道
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
と
歩

行
者
を
緑
地
帯
等
に
よ
っ
て
分
離
す
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
。

●
Ａ
種
の
自
転
車
道
は
、
歩
道
に
隣
接
し
て
最
小

幅
員
２
ｍ
と
す
る
。

●
Ｂ
種
の
自
転
車
道
は
、
通
常
1
5
m
～
2
0
m
の
用

地
幅
内
に
２
ｍ
～
５
ｍ
の
自
転
車
道
を
造
成
し
、

残
り
を
緑
地
帯
と
し
て
い
る
。

①
平
野
川
歩
専
、
城
北
歩
専
で
、
「
前
面
道
路
」

と
な
り
「
車
庫
」
が
つ
く
ら
れ
た
。

②
基
準
が
４
ｍ
以
上
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
各
種

専
用
道
も
４
ｍ
以
上
（
有
効
＝
１
.
５
ｍ
以
上
）
。

③
通
行
事
例
は
な
い
。

①
建
築
基
準
に
お
い
て
は
、
前
面
道
路
幅
員
が
４

ｍ
で
あ
れ
ば
建
築
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
開
発
行

為
等
で
施
工
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
販
売
時

に
パ
ン
フ
レ
ッ
卜
等
で
購
入
者
に
説
明
し
て
い

る
。
②
自
転
車
歩
行
者
道
と
し
て
の
認
定
は
行
っ

て
い
な
い
。
③
緊
急
車
の
通
行
は
認
め
て
い
る
。

構
造
物
の
破
損
は
や
む
を
え
な
い
。

3.技術基準

１
　
基
準
（
策
定
予
定
）
の
有
無

３
　
幅
員
特
に
最
低
幅
員

　
①
建
築
基
準
法

　
②
道
路
認
定
基
準
　
｝
等
と
の
関
係

　
③
緊
急
車
等
の
通
行

１
　
道
路
管
理
者
の
行
う
事
業

　
①
街
路
事
業

　
②
道
路
事
業

●
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は

都
市
環
境
の
悪
化
に
対
す
る
解
決
策
の
一
方
策
と

し
て
積
極
的
に
取
組
む
姿
勢
で
あ
る
。

●
具
体
的
に
は
各
区
に
一
ヵ
所
以
上
の
自
転
車
歩

行
者
専
用
道
の
整
備
を
計
画
し
た
い
。

●
歩
行
環
境
の
改
善
策
と
し
て
の
歩
専
道
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
歩
行
者
天
国
の
よ
う
に
単
に
車
を

止
め
る
道
と
は
別
に
、
道
路
を
楽
し
く
歩
け
る
歩

行
者
の
た
め
に
環
境
改
装
し
た
道
路
を
目
指
す
こ

と
に
あ
る
。

「
歩
行
者
の
た
め
の
道
づ
く
り
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
し
て
、
二
種
類
の
事
業
を
し
て
い
る
。

①
史
蹟
連
絡
遊
歩
道
（
又
は
「
歴
史
の
散
歩
道
」
）

②
大
規
模
自
転
車
道
（
歩
専
道
を
併
設
）
中
之
島

～
旧
淀
川
～
新
淀
川
～
万
博
公
園
～
大
野
川
～
中

之
島
（
昭
4
8
～
大
野
川
自
歩
専
、
川
崎
橋
竣
工

延
長
5
0
㎞
、
都
市
計
画
事
業
）

③
そ
の
他

　
廃
河
川
敷
の
利
用
…
…
平
野
川
歩
専
道

　
高
架
下
の
利
用
…
城
北
歩
専
道
、
江
野
川
歩
専

　
道
堤
防
敷
の
利
用
…
…
同
右
　
　

②
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
等
に
お
い
て
は
歩
専
道
を
と
り

入
れ
て
施
工
し
て
行
く
方
針
で
あ
る
。
機
能
的
か

っ
、
う
る
お
い
の
あ
る
街
づ
く
り
と
し
て
歩
行
者

空
間
の
確
歩
は
今
後
積
極
的
に
と
り
組
ん
で
行
く

方
向
に
あ
る
が
、
現
状
で
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
開

発
地
等
で
推
進
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

①
歩
行
者
優
先
の
立
場
か
ら
、
歩
専
道
の
質
の
向

上
を
は
か
り
道
路
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
推
進

し
て
行
ぐ
こ
と
は
い
い
が
、
地
域
差
が
生
じ
る
。

60調査季報66―80.6

①
特
殊
街
路
の
計
画
決
定
し
、
歩
行
者
専
用
道
整

備
費
補
助
に
よ
り
整
備
（
２
ヵ
所
）

②
１
ヵ
所

①
大
規
模
自
転
車
道
事
業
、
そ
の
他
（
七
路
線
）

②
史
蹟
連
絡
遊
歩
道

①
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
と
し
て
は
、
武
庫
川

沿
い
で
一
部
施
工
済
あ
り

①
幅
８
ｍ
長
さ
1
5
㎞
、
幅
６
ｍ
長
さ
１
.
６
㎞
、
幅
４

ｍ
長
さ
1
0
に
㎞
②
幅
1
0
m
長
さ
１
.
２
㎞
、
幅
８
ｍ
長
さ

Ｏ
.
１
に
一
一
、
幅
５
ｍ
長
さ
２
.
５
㎞
、
幅
４
ｍ
長
さ
1
0
ｍ

③
な
し

な
し
。
商
店
街
関
連
の
特
殊
舗
装
（
カ
ラ
ー
舗
装

等
）
で
は
、
一
部
か
受
益
者
負
担
方
式
に
よ
り
実

施
し
た
。

①
法
4
8
条
の
９
第
３
項
に
も
と
づ
き
通
行
制
限
さ

れ
る
。
歩
行
者
と
の
混
合
通
行
と
な
る
の
で
、
通

行
区
分
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
県
下
統
一
で
自
転

車
は
ベ
ニ
ガ
ラ
、
歩
行
者
は
黒
で
色
分
け
す
る
。

①
自
転
車
通
行
は
頻
繁
で
あ
る
。
事
故
例
な
し
。

②
通
行
区
分
は
し
て
い
な
い
。
事
故
例
な
し
。

住
民
負
担
な
し
。
た
だ
し
、
本
郷
通
り
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
ー
モ
ー
ル
事
業
で
は
、
歩
道
上
ロ
ー
ド
ヒ
ー

テ
ィ
ン
グ
、
ペ
ン
チ
、
灰
皿
等
に
つ
い
て
負
担
。

２
　
道
路
管
理
者
以
外
の
行
う
事
業

　
①
開
発
行
為

　
②
土
地
区
画
整
理
事
業

　
③
自
費
工
事
（
法
2
4
条
）

　
④
そ
の
他
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①
②
交
通
安
全
上
、
防
犯
上
道
路
照
明
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
、
設
置
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

は
土
木
事
務
所
が
行
な
う
。
土
木
事
務
所
管
理
分

は
防
犯
灯
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
。
（
三
〇
〇
Ｗ
以
上

は
道
路
機
動
隊
事
務
所
）
、
″
歩
専
道
″
等
の
各

種
タ
イ
プ
の
灯
器
具
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
手
間
ど

る
こ
と
も
多
い
。
道
路
管
理
者
が
規
定
し
て
い
る

照
明
器
具
以
外
を
使
用
す
る
場
合
は
公
園
管
理
者

の
物
件
と
す
る
。
③
他
の
道
路
照
明
と
同
様
、
事

前
の
設
計
協
議
段
階
等
で
義
務
づ
け
て
い
る
。
④

防
犯
上
の
観
点
か
ら
、
原
則
と
し
て
設
置
。
⑤
特

に
照
度
規
程
な
し
。
防
犯
灯
タ
イ
プ
な
ら
四
Ｏ
Ｗ

間
隔
。
⑥
ポ
ー
ル
ヘ
ッ
ド
型
（
５
ｍ
程
度
）
が
多

い
が
、
一
般
防
犯
タ
イ
プ
も
あ
り
。
⑦
道
路
管
理

者
。
⑧
道
路
管
理
者
。
業
者
委
託
に
よ
る
夜
間
パ

卜
ロ
ー
ル
や
地
元
か
ら
の
通
報
で
修
理
。
⑨
道
路

管
理
者
（
原
則
と
し
て
）
。
⑩
自
歩
専
等
に
限
ら
な

け
れ
ば
一
部
自
治
会
管
理
分
（
［
灯
当
り
一
六
〇

〇
円
位
の
助
成
制
度
あ
り
］
も
あ
る
が
、
順
次
引

継
を
受
け
て
い
る
。

①
道
路
め
付
属
物
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

　
り
、
環
境
形
成
上
、
道
路
公
害
防
止
上
な
る
べ

　
く
植
栽
し
て
い
る
。

②
土
木
局
公
園
緑
地
部
で
管
理
。

①
立
体
横
断
施
設
技
術
基
準
、
同
解
説
に
よ
る
。

②
一
般
歩
行
者
の
通
行
を
目
的
と
し
た
歩
道
橋
は

可
能
な
限
り
ス
ロ
ー
プ
式
と
す
る
。
近
く
に
公
共

施
設
、
バ
ス
ベ
イ
等
が
あ
る
場
合
は
ス
ロ
ー
プ
を

つ
け
る
。

①
車
両
通
行
抑
制
の
た
め
。
固
定
式
車
止
を
設
置
。

②
段
差
切
下
げ
は
行
う
。

①
特
に
基
準
は
な
い
。

②
カ
ラ
ー
舗
装
が
多
く
、
カ
ラ
ー
平
板
等
も
あ
る
。

美
観
上
、
ベ
ニ
ガ
ラ
舗
装
を
採
用
、
舗
装
の
断
面

構
成
砕
石
1
0
㎝
、
ア
ス
コ
ン
３
㎝
。

①
従
来
は
Ａ
交
通
、
今
後
は
Ａ
Ｌ
交
通
の
断
面
構

成
と
し
て
い
る
。

②
ア
ス
コ
ン
、
レ
ン
ガ
、
平
板
、
塗
付
、
研
出
し

な
ど
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

①
固
定
式
を
原
則
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
他
に
管

　
理
用
車
専
用
出
入
口
を
設
け
て
い
る
。

②
し
て
い
る
。

①
南
港
ポ
ー
ト
タ
ウ
ン
に
３
橋
。
主
桁
3
5
0
㎏
／
㎡

幅
員
４
.
８
ｍ
（
有
効
４
ｍ
）
。

②
事
例
な
し
。

③
勾
配
６
％
と
し
た
。

①
●
一
年
間
は
土
木
局
、
そ
の
後
は
公
園
局
で
維

　
持
管
理
。

　
●
原
則
と
し
て
、
路
線
ご
と
に
樹
種
を
定
め
る
。

　
し
か
し
、
地
域
性
を
考
慮
し
て
四
季
の
花
等
を

　
使
用
し
た
例
も
あ
る
。

②
原
則
と
し
て
、
市
。
た
だ
し
、
散
水
と
清
掃
を

　
　
「
愛
護
団
体
」
（
町
単
位
）
に
委
託
し
て
い
る
。

　
例
も
あ
る
（
土
木
局
所
管
、
年
額
三
万
円
）

①
②
一
般
道
路
と
専
用
道
の
区
分
な
く
街
路
灯
と

　
し
て
設
置
し
て
い
る
。

③
必
要
に
応
じ
て
設
け
る
。

④
特
に
定
め
て
い
な
い
の
で
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ

　
ー
ス
で
あ
る
。

⑤
５
ル
ッ
ク
ス
程
度
。

⑥
５
～
７
ｍ
の
も
の
を
路
線
ご
と
に
定
め
る
。
市

⑦
（
道
路
管
理
者
）
。

⑧
市
（
道
路
管
理
者
）
。
な
お
、
深
夜
は
１
／
２
に
し

　
て
い
る
。

⑨
占
用
物
件
（
町
内
会
、
自
治
会
な
ど
）
と
道
路

　
管
理
者
の
街
路
灯
が
混
在
し
て
い
る
。

⑩
特
に
な
い
。

①
道
路
管
理
者
と
し
て
、
交
通
安
全
上
、
道
路
の

必
要
な
箇
所
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設

の
管
理
者
と
し
て
、
そ
の
周
辺
に
防
犯
の
目
的
で

設
置
す
る
。
②
前
項
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
お
り
。

特
に
区
別
は
し
て
い
な
い
。
③
必
要
と
認
め
ら
れ

れ
ば
設
置
す
る
。
④
市
の
設
置
基
準
に
よ
る
。
⑤

７
ル
ッ
ク
ス
（
本
市
基
準
）
。
⑥
ポ
ー
ル
ヘ
ッ
ド

型
で
あ
る
が
、
道
路
照
明
と
し
て
は
好
ま
し
く
な

い
。
⑦
道
路
管
理
者
。
⑧
道
路
管
理
者
（
夜
間
パ

ト
ロ
ー
ル
及
び
住
民
の
連
絡
）
。
⑨
道
路
管
理
者

及
び
町
内
会
等
。
⑩
市
の
基
準
に
合
致
す
る
も
の

は
引
継
ぐ
が
、
現
在
、
町
内
会
等
の
管
理
す
る
も

の
は
な
い
。

①
で
き
る
だ
け
植
栽
す
る
こ
と
を
考
え
、
緑
化
に

　
努
め
る
。

②
道
路
管
理
者
の
依
頼
を
受
け
て
本
市
緑
化
推
進

　
部
で
管
理
。

●
歩
専
橋
及
び
地
下
道
の
幅
員
は
１
.
５
ｍ
～
３
.
０
ｍ
。

●
自
転
車
道
と
車
道
の
立
体
交
差
部
に
は
、

　
幅
員
２
ｍ
～
３
ｍ
の
ラ
ン
プ
を
設
置
す
る
。

●
Ｂ
種
の
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
に
つ
い
て
は
立

　
体
交
差
を
原
則
と
す
る
。

●
平
面
交
差
の
巻
込
み
部
分
に
は
チ
ェ
ー
ン
柵
を

　
設
置
す
る
こ
と
を
検
討
。

●
車
両
通
行
部
分
は
、
通
常
の
車
道
舗
装
タ
イ
プ

●
歩
専
道
に
つ
い
て
は
、
カ
ラ
ー
舗
装
、
カ
ラ
ー

ブ
ロ
。
ク
舗
装
等
を
検
討
す
る
。

●
自
転
車
道
に
つ
い
て
は
、
通
常
歩
道
舗
装
タ
イ

プ
。

3｡技術基準

４
　
舗
装

①
緊
急
車
等
の
荷
重

②
表
層
素
材
の
考
え
方

５
　
車
道
と
の
交
差
部

　
①
車
止
め
（
固
定
、
可
動
）

　
②
段
差
切
り
下
げ

６
　
立
体
交
差

　
①
歩
専
橋
の
基
準
（
幅
員
等
）

　
②
地
下
道
の
基
準
（
幅
員
等
）

　
③
一
般
道
と
の
接
続
（
階
段
、
ス
ロ
ー

　
　
プ
）

７
　
植
栽

　
①
植
栽
の
考
え
方

　
②
管
理

照
明

①
照
明
行
政
の
考
え
方

②
一
般
道
路
照
明
と
の
関
係
（
管
理

　
等
）

③
設
置
義
務

④
設
置
条
件
（
幅
員
、
交
通
量
等
）

⑤
平
均
照
度

⑥
器
具
、
ポ
ー
ル
等
の
規
格

⑦
財
産
の
帰
属

⑧
管
理
（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
、
電
気
料
）

⑨
管
理
者

⑩
道
路
管
理
者
へ
の
移
管
等
の
問
題

防犯灯 道路照明
８



調
査
項
目

3.技術基準

９
　
九
道
路
附
属
物
、
地
上
占
用
物
件

　
①
ペ
ン
チ

　
②
彫
刻
、
碑

　
③
案
内
板
、
標
識
等

　
④
水
飲
み

　
⑤
ご
み
箱
、
灰
皿

　
⑥
棚
（
藤
棚
等
）
、
日
除
け
等

　
⑦
電
話
ボ
ッ
ク
ス

　
⑧
ポ
ス
ト

　
⑨
防
犯
灯

　
⑩
時
計
塔

　
⑪
便
所

　
⑫
水
路
、
池

　
⑬
そ
の
他

1
0
　
地
下
埋
設
物

　
①
上
水

　
②
雨
水

　
③
汚
水

　
④
ガ
ス

　
⑤
電
気

　
⑥
電
話

4.管理

札
幌
市

２
　
建
築
基
準
法
の
前
面
道
路
と
の
関
連

３
　
維
持
補
修

①
住
民
管
理
の
有
無

②
有
の
場
合
そ
の
範
囲
と
協
定
等
の
扱
い

③
植
栽
管
理
、
除
草

④
清
掃
　
　
　
⑤
補
修

●
本
郷
通
り
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ー
モ
ー
ル
に
つ
い
て

　
は
、
何
ら
か
の
形
で
地
元
に
自
主
管
理
を
要
求

　
　
（
地
元
商
店
街
と
管
理
協
定
）
。

●
他
の
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
に
つ
い
て
は
、
道

　
路
管
理
者
が
維
持
管
理
。

大
阪
市

①
基
本
的
に
道
交
法
に
よ
る
規
制
を
考
え
、
府
警

と
協
議
中
で
あ
る
。

②
③
特
に
し
て
い
な
い
。
（
道
交
法
に
よ
る
許
可

　
車
指
定
車
に
類
以
し
た
制
度
を
内
部
検
討
し
た

　
が
、
中
断
し
て
い
る
）
。

④
⑤
⑥
出
入
ま
た
は
横
断
は
「
み
だ
り
」
で
な
い
。

　
現
在
は
放
置
し
て
い
る
（
問
題
化
す
る
ほ
ど
頻

　
繁
に
発
生
し
て
い
な
い
）
。

●
建
築
局
か
ら
該
当
例
が
生
じ
た
場
合
は
意
見
照

　
会
が
あ
る
（
昭
四
八
、
四
九
年
頃
か
ら
）
が
、

　
実
効
性
は
な
い
。

●
平
野
川
歩
専
に
事
例
あ
り
。

●
今
後
は
、
予
想
さ
れ
る
箇
所
に
づ
い
て
は
、
指

　
定
を
か
け
な
い
こ
と
も
検
討
。

①
②
事
例
な
し
。

③
④
二
一
愛
護
団
休
に
、
三
万
円
／
年
／
二
、
〇

〇
〇
㎡
当
り
の
比
率
で
補
助
金
を
出
し
て
、
散
水
、

清
掃
を
委
託
し
て
い
る
。

神
戸
市

地
下
埋
設
物
に
つ
い
て
は
、
一
般
道
路
の
歩
道
部

分
と
同
様
の
考
え
方
を
し
て
い
る
。

①
～
⑥
特
に
対
応
は
し
て
い
な
い
。

そ
の
他
は
、
一
般
道
路
と
同
様
の
取
扱
い
を
し
で

お
り
、
物
理
的
に
四
輪
車
の
進
入
を
排
除
し
て
い

る
だ
け
。

前
面
道
路
と
し
な
い
必
要
が
あ
る
が
、
一
般
道
路

と
同
様
の
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
り
、
建
築
基
準
法
上
も
同
様
に
考
え
て
い

る
。
従
っ
て
宅
地
配
置
と
接
道
状
況
を
開
発
者
と

協
議
し
勧
告
す
る
に
と
ど
ま
る
。

①
②
地
元
管
理
の
実
例
な
し
。

③
植
栽
、
除
草
、
そ
の
他
樹
木
の
管
理
は
当
局
公

園
緑
地
部
が
行
っ
て
い
る
。

④
⑤
土
木
事
務
所
が
行
う
。
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①
道
交
法
の
適
用
は
な
い
。

②
パ
ト
ロ
ー
ル
の
徹
底
と
同
時
に
物
理
的
に
進
入

で
き
な
い
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

③
道
路
維
持
作
業
車
の
通
行
の
場
合
に
限
る
。

④
違
反
行
為
の
告
発
等
の
措
置
は
事
実
上
不
可
能

で
あ
り
、
利
用
者
の
理
解
と
協
力
を
求
め
る
し
か

な
い
と
思
わ
れ
る
。

１
　
車
両
通
行
規
制

　
①
道
交
法
の
適
用
有
無

　
②
規
制
の
手
段

　
③
通
行
必
要
車
両
の
手
続

　
④
違
反
行
為
に
対
す
る
取
締
体
制

　
⑤
自
転
車
通
行
の
対
処

　
⑥
オ
ー
ト
バ
イ
通
行
の
対
処

①
バ
ス
停
留
所
で
許
可
基
準
に
合
致
す
る
も
の
。

②
許
可
基
準
に
合
致
す
る
も
の
。
③
自
治
体
が
設

置
管
理
す
る
も
の
。
④
許
可
し
な
い
。
⑤
自
治
体

が
設
置
・
管
理
す
る
も
の
。
⑥
日
除
け
だ
け
許
可

基
準
に
合
致
す
る
も
の
。
⑦
許
可
す
る
。
⑧
許
可

基
準
に
合
致
す
る
も
の
。
⑨
道
路
の
附
属
物
ま
た

は
許
可
基
準
に
合
致
す
る
も
の
。
⑩
許
可
基
準
に

合
致
す
る
も
の
。
⑩
自
治
体
が
設
置
管
理
す
る
も

の
。
⑩
許
可
し
な
い
。

許
可
で
き
る
物
件
で
あ
っ
て
も
、
場
所
等
の
判
断

を
そ
の
つ
ど
行
う
。

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
内
に
地
下
埋
設
物
を
許
可

す
る
こ
と
は
、
建
築
線
と
の
関
係
が
生
じ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
事
業
に
支

障
が
な
い
限
り
許
可
し
て
い
る
。
事
業
と
の
関
連

に
よ
り
、
事
前
に
年
次
、
位
置
等
に
つ
い
て
整
合

を
図
っ
て
い
る
。

抑
制
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
面
道
路
に
な
っ
た

た
め
に
供
給
施
設
を
布
設
し
た
事
例
が
あ
る
（
平

野
川
歩
専
）
。

前
面
道
路
に
し
な
い
必
要
が
あ
る
が
、
現
行
の
建

築
基
準
法
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
困
難
で
あ
る
。

●
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
内
に
道
路
附
属
物
と
し

　
て
設
置
で
き
る
も
の
を
道
路
管
理
者
が
設
置
す

　
る
。

●
補
助
事
業
と
し
て
は
、
建
設
省
街
路
課
監
修
の

　
「
街
路
事
業
事
務
必
携
」
の
一
九
三
～
一
九
四

　
頁
中
の
Ａ
と
Ｂ
を
設
置
。

●
占
用
物
件
と
し
て
扱
う
ご
み
箱
、
灰
皿
、
ペ
ン

　
チ
、
彫
刻
像
等
は
地
元
で
設
置
。
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